
（仮称）唐津洋上風力発電事業環境影響評価方法書に対する知事意見

本事業は、 再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社が、唐津市の沖合に

おいて、最大で総出力408,SOOkWの大規模な洋上風力発電所を着床式で設置するも
のである。

当県としては、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上、 エネルギーの多様化

などの観点から、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進していく必要があると

考えている。
再生可能エネルギーのひとつである洋上風力発電については、これまで国内での

開発は進んでいなかったが、平成30年12月に 「海洋再生可能エネルギー発電設備

の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」が成立したことで、今後、我が国に

おいても洋上風力発電事業の開発が進むことが予想されている。

同法では、 発電事業を行う者の責務として、「事業活動を行うに当たり、 漁業そ

の他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調
和に配慮する」こととされており、国においては、事業の実施能力とともに地域と

の調整等を重視した事業計画選定のプロセスを踏むこととされている。当県として

も、事業者は発電事業の計画に当たっては、地元関係者との調整を十分に図る必要

があると考えている。

本事業の対象事業実施区域及びその周辺は、豊かな漁場であるとともに、離島等
への定期航路が設定されているなど海域利用者への配慮が必要であり、また、玄海

国定公園が周辺に存在するなど主要な眺望点からの眺望景観への影響が懸念され

る。

特に、重要航路については、離島の生活に必要不可欠な交通インフラであること
から、事業者は航行の安全確保に関する検討を十二分に行うとともに、航行に要す

る時間や運航コストに与える影想を整理のうえ、渡航先の離島住民を含む関係者に

対し丁寧な説明を行う必要があると考える。

加えて、対象事業実施区域周辺の陸上部においては、他事業者による複数の風力

発電所が稼働中又は環境影響評価手続中であることから、風車の影、鳥類及び景観

等に関する累積的な環境影響が懸念される。

また、大規模な洋上風力発電事業であることから、事業の実施により、計画段階

では想定し得ない環境影懇が発生する可能性があるため、事業者は今後の調査、予

測及び評価に当たって、国内外の 最新の知見を収集し、専門家等の助言を踏まえな

がら、 慎重かつ丁寧な環境影響評価を実施することが重要である。

事業者は今後の事業計画の具体化や環境影響評価の手続において、そうした点に

十分に留意し、情報を事前に広く公開して、地元自治体や住民、漁業者、船舶運航

事業者等との理解と協力を得るとともに、十分な協議に努めなければ、当該手続の

みならず、その後の事業執行も円滑には進まないことを申し添え、以下に本事業に

係る方法書に対する意見を述べる。
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